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 日本の労働力率は非常に高い

高齢者の労働力率に至っては異常

日本の６５歳以上の労働力率 男性が２９．２％

女性が１２．９％

 日本人の労働時間

週労働時間： アメリカが４０．８時間、ドイツが３７．２時
間、フランスが３５．５時間なのに対して

日本は４３．５時間と圧倒的に長い



 筆者自身の統計によると

労働力人口

２００５年→２０２０年にかけて－９．２％

労働時間

２００５年→２０２０年にかけて－５時間

総労働時間

２００５年→２０２０年にかけて－１８．９％



１９６０年の人口ピラミッド（引用：総
務省統計局のホームページ） １９７０年の人口ピラミッド



１９８０年の人口ピラミッド １９９０年の人口ピラミッド



 GDP＝労働力＋労働生産性（＋資本ストック）

労働力の面では確実にマイナスに働く

労働生産性 「資本装備率」と「資本の生産性」

現代の技術進歩が多くの国々における研究開発の集
積に基づいているため労働力の縮小が技術進歩の
速度に有意な差をもたらすというのは無理がある。



 経済の動き

１、景気循環・・・需要の増減によって引き起こされる

２、経済成長・・・経済が景気循環を繰り返しつつどこ
に向かっているのか、拡大方向か縮小方向か、その
速度は、といった概念であり供給能力の増減によって
決定される



 ２０２０年までの１５歳以上３５歳未満の人口の推移

日本・・・－２３．２％

フランス・・・－３．８％ ドイツ・・・－６．１％

アメリカ・・・－１８．３％

 ２０５０年までの推移でも

日本・・・－４７．７％

フランス・・・－９．７％ ドイツ・・・－１３．１％

アメリカ・・・－３３．１％



労働力の高齢化

生産性の低下、コスト上昇

機械でカバーしてもより多くの機械を必要、コスト上昇

結果、国際競争力低下



 熟練やノウハウがなければ生まれ得ないような製品
やサービスの創出

 需要の絞り込み

生産量・販売量は減少するが利益額は拡大



 高齢労働力でカバーするのが難しい

 高齢労働力でも十分に可能な産業は相対的に生産
性が低く、今後の経済の縮小率をさらに大きくする可
能性や資源配分の点からも問題がないわけではない

 高齢者の労働力率の高さの理由の一つとして他の
国々と比べて日本の賃金水準が低いことがあり、人
生のうちより長く働かなければならない状況にある



高齢者になったら働かなくても済む
ような経済社会システムの構築を目
指すべき！



高齢者労働力の需要と供給

ロシア学科 寺尾 健史



これからの日本経済が必要とすること

★働く意思と能力のある高齢者が働き続けられる
環境づくり。

→高齢社会の負担の程度の差をなくすため

若い労働力が減る中での人材確保のため

実現可能性とその方法を探るために、＜１＞高齢
者自身の就業行動と＜２＞企業の高齢者雇用の動
向について把握する必要がある。



労働供給側からの視点



•日本の高齢者の労働力率は国際的に
見てきわだって高い。
※労働力率＝働く意思のある人／該当する範囲の人口

→課題となるのはどう維持していくか。

実は、低下する傾向にある。





高齢者の労働力率低下の要因

１．年をとっても働きつづけるようなタイプの労
働力が減ってきたため。

→第一次産業的な自営業就業者（定年もなく
高齢になっても働き続ける）の減少。

２．高齢者の労働供給そのものの減退。

→公的年金の充実



高齢者の労働供給の決定要因

• 所得と余暇のどちらをより重視するか

→健康状態や学歴が作用する

• 働く場合に得られる賃金水準

→個人の持つ人的資本に依存

• 働かなくても得られる非勤労所得

→年金所得が作用する。※在職老齢年金制度

• 賃金以外の労働需要側の提示する雇用制度

→定年退職経験が作用する



労働需要側からの視点



•日本の企業の高齢者雇用に対する意
欲は、現状ではきわめて弱いと言わ
ざるをえない。

→雇用制度の改革と、公的制度の改革
が必要。



雇用制度の改革

•定年退職制度

→年齢を理由に退職を強要する

•年功的な昇進制度

→年長者が辞めないと後がつかえる



定年退職制度の改革

• ９割の企業に定年退職制度

→法定のぎりぎりのライン６０歳が９割

• ７割の企業に何らかの再雇用・雇用延長制度

→希望すれば必ず適応されるのは三割程度。





何故高齢者への労働需要が少ないのか

•年功賃金制度
→賃金を貢献度に応じて支払うようにし

なければならない。

•年功的な昇進制度
→年長者が辞めないとあとがつかえると

いったことが無いようにしなければならな
い。



公的制度の改革

• 厚生年金の給付の収入制限
→働いて収入があるとその額に応じて年金額を

減らされる（在職老齢年金制度）
６０～６５歳未満

月々の平均収入＋厚生年金＜２８万円のとき厚生
年金は全額受給できる。逆の場合は一部停止。

６５歳以上
月々の平均収入＋厚生年金＜４７万円厚生年金は
全額受給。逆の場合は一部停止。





• 中高年以降の有効求人倍率の急激な低下



諸外国の雇用においての年齢差別

・アメリカ・オランダ等

→雇用における年齢差別禁止法を制定するが、
毎年、年齢を理由とした訴えが多数届けられて
いる。

・イギリスでは年齢情報を全く記入しない履歴書
の方式が作られた（教育背景や過去の就職情報
なども）



能力・成果主義を作り上げるために

・市場の評価

→いくつかの人材サービス企業では個人の市場
価格を調べてくれる。

・仕事や能力開発に関する個人の選択の確保

→企業内公募制といったようなしくみ



高齢者就業と「６５歳現役社会」

英米学科 A10013
橋本 奈津美



８０年代欧州の多くの国

労働市場での著しく高い若年失業率の抑制のために、公的年
金や失業保険などの社会保障を通じて、高齢者の早期退職を
促す政策を行った。

But

年金給付や失業給付等の費用増加分が新たな社会保障
負担として企業の賃金コストに上乗せされ、全体としての
雇用需要が削減、若者の雇用増加に結びつかなかった！

⇒高齢者の早期退職でなく、逆にその就業継続が高齢者社
会の負担を軽減するための大きなカギ！！

労働供給が早期退職者の分だけ減り
新たな雇用機会が増えるはずだった



５５歳～６４歳高齢者の就業率国際比較



①男子希望する就業形態 計 55～59歳 60～64歳 65～69歳
計 100.0 100.0 100.0  100.0
雇用労働をしたい 84.6 94.0 84.9  78.8
普通通勤で 43.5 76.8 41.6  28.1
短時間勤務で 41.1 17.2 43.3  50.7
非雇用労働をしたい 14.9 4.8 14.3  21.1 
任意に行う仕事をしたい 7.7 1.0 7.7  11.2 
家庭で内職をしたい 1.9 ‐ 1.5  3.6
自分で経営をしたい 1.1 0.8 0.9  1.5
その他 4.2 3.0 4.2  4.8 
不明 0.6 1.2 0.7  ‐
短時間労働で会社などに雇われたい
及び任意に行う仕事をしたい 48.8 18.2 51.0  61.9 

②女子希望する就業形態 計 55～59歳 60～64歳 65～69歳
計 100.0 100.0 100.0  100.0
雇用労働をしたい 78.5 84.3 78.1  71.0
普通通勤で 22.9 29.0 19.8  19.9
短時間勤務で 55.6 55.3 58.3  51.1
非雇用労働をしたい 20.7 15.1 21.2  27.7 
任意に行う仕事をしたい 6.1 3.9 7.1  7.3 
家庭で内職をしたい 9.5 6.1 8.3  16.4
自分で経営をしたい 0.7 0.8 0.9  0.4
その他 4.4 4.3 4.9  3.6 
不明 0.8 0.6 0.7  1.3
短時間労働で会社などに雇われたい

及び任意に行う仕事をしたい 61.7 59.2 65.4  58.4 



日本の高齢者の労働意欲高い要因

• 世界一の水準にある平均寿命の長さが、それに反
映された平均的な健康水準の高さと、引退後の期
間の長さに備えた貯蓄の必要性

• 高学歴化(高学歴の高齢者ほど就業率が高い傾
向)

• 年金を受給しながら就業できる







年金制度の雇用への影響

公的年金...
日本では、社会保障の観点から財政援助や税制優遇措置
を与え、国が行う国民年金、厚生年金と公務員などの各
種の共済年金の制度として公的年金がある。



公的年金



所得効果…
賃金以外の収入が増える
代替効果…
年金が賃金と代替的な収入源になる
(所得代替率が高いほど高齢者の就業継続意欲は低下する)

欧州では…
公的年金の受給は労働市場からの引退を意味する
日本では…
年金を受給しつつ就業を継続している場合が多く見られる。

６５歳以上については、賃金の高さとは無関係に満額の年
金給付が受給できる。



６５歳現役社会の意味するもの

企業の定年年齢を６５歳まで現役で働ける社会
を目指すという考え方がある

• 年功賃金の傾きを大幅に修正されなければならない

年功賃金→勤続年数や年齢などの要素によって決めら
れる賃金

• ６０歳代の継続就業は慢性的な残業や頻繁な配置転
換・転勤を前提とした正規雇用と同じ働き方は困難

→個人の就業と引退との間の自由な選択肢の拡大を基
本とした制度が必要



年功カーブの変化



どのような制度が必要か？？

• 個人の引退時期を画一的な年金支給開始年
齢ではなく、その自主的な選択に委ねること

• 賃金決定の弾力化

体力的な制約に応じて、年収ベースでの賃下
げも必要

• 高齢者の働き方を、雇用契約よりも請負契約
の形態で、画一的な労働法規に縛られない
形での就業形態を拡大する


